
目

次

口

絵

序

文
百
年

の
日
体
を

祝
う

学
校
法
人
日
本
体
育
会

健
や
か
に
明
る
く
、
穣

り
豊
か
で
平
和
な
社
会
を

…
…
叩
本
駄
育
勢

争

短
鰍
大
韓

新
た
な
る
発
展
を
期
し
て

日
体
荏
原
高
等
学
校

理
事
長

指
針
の
書

日
本
体
育
会
の
栄
光
を
祈
る

日
体
桜
華
女
子
高
等
学
校

百
年
史
の
発
刊
を
祝
う

柏
日
体
高
等
学
校

百
年
の
年
輪

浜
松
日
体
高
等
学
校

日
体
百
年
と
柔
整
専
門
学
校

『百
年
史
』
刊
行

に
よ
せ
て

日
体
幼
稚
園

日
体
柔
整
専
門
学
校

百
年
を
考
え
る

日
本
体
育
大
学
同
窓
会

百
年
史
編
纂
委
員
会

委
員
長

会 校 園 校 校 校 校 学
長 長 長 長 長 長 長 長

長 高 押 村 松 廣 丸 加 稲 米
田 嶋 切 上 井 原 山 藤 垣 本

一 洌 勝 春 哲 忠 外 正 安 正

臣 義 夫 廣 史 春 二

(13)

 

凡

例



第

一
部

学
校
法
人
日
本
体
育
会

の
沿
革

序

章

本
稿

の
叙
述
と
構
成

第

一
章

第

一
節

第

一
項

日
高
藤
吉
郎

の
経
歴

第
二
項

日
本
体
育
会
創
立
の
意
図

第
二
節

第

一
項

創
立
の
趣
旨

第
二
項

運
営
体
制

の
確
立

～
組
織
と
資
金
～

(
一
)
運
営
組
織

(二
)
運
営
資
金

第
三
節

日
本
体
育
会

の
事
業

第

一
項

運
動
施
設

「体
育
場

(体
操
場
)」

日
本
体
育
会
の
創
立
と
そ
の
社
会
的
機
能

日
本
体
育
会
創
立
者

日
高
藤
吉
郎

～
そ
の
経
歴
と
創
立
の
意
図
～

一九 九 九七 四 〇 五 四 〇 〇 六

(14)

 

日
本
体
育
会
創
立
の
趣
旨
と
会
の
運
営
体
制
の
確
立

の
設
置
と
そ
の
経
営
管
理



第
二
項

第
三
項

第
四
項

体
育

の
啓
蒙
活
動

(
一
)
運
動
会

の
実
施

(二
)

(三
)
啓
蒙
誌

第
五
項

第
四
節

第

一
項

第
二
項

社
会
的
信
用
の
増
大

第
五
節

国
庫
補
助

の
稟
請
と
受
領

教
員
の
た
め
の
練
習
施
設

体
操
教
師
の
学
校

へ
の
派
遣

「
日
本
体
育
会
体
操
練
習
所
」
の
設
置

講
演
会

・
幻
燈
会
の
実
施

『文
武
叢
誌
』

の
発
行

第 第 第

項 項 項

入
営
前
短
期
軍
事
教
育
機
関
と
し
て
の
兵
事
講
習
会
の
設
置

総
裁
閑
院
宮
載
仁
親
王
の
推
戴
と
社
会
的
信
用
の
増
大

総
裁
閑
院
宮
載
仁
親
王
の
推
戴

国
庫
補
助
の
稟
請

国
庫
補
助
の
貴
衆
両
院
で
の
可
決

国
に
よ
る
事
業
命
令
と
そ
の
内
容

第
二
章

社
団
法
人
日
本
体
育
会

へ
の
改
組
と
会
の
消
長

第

一
節

牛
ガ
淵

へ
の
移
転
と
社
団
法
人
日
本
体
育
会
の
設
立

四
五

四
六

四
八

四
八

五
二

五
四

五
六

⊥企

㊦

⊥登

U

六
七

六
九

七
〇

七
四

入
二

入
九

八
九



第

一
項

牛
ガ
淵

へ
の
移
転
と
運
営

の
混
乱

(
一
)

(二
)
会
務
の
拡
大
と
運
営
の
混
乱

第
二
項

加
納
久
宜
子
爵
と
会
務
整
理
の
断
行

(
一
)
加
納
久
宜
子
爵

の
略
歴

(二
)
会
務
整
理
の
断
行

第
三
項

社
団
法
人
日
本
体
育
会
の
設
立

第
二
節

社
団
法
人
日
本
体
育
会
の
最
盛

第

一
項

経
営

の
安
定

(
一
)

(二
)
補
助
金
経
営
の
実
態

第
二
項

事
業
の
拡
大
と
そ
の
実
際

(
一
)
模
範
体
操
場
と
そ
の
活
動

(二
)
支
会
と
そ
の
活
動

(三
)
開
放
運
動
場

の
提
唱
と
そ
の
実
現

(四
)
体
育
の
調
査

・
研
究
と
啓
蒙
活
動

第
三
項

牛
ガ
淵

へ
の
移
転
と
日
本
体
育
会
体
操
練
習
所
の
改
組

(日
本
体
育
会
体
操
学
校
の
誕
生
)

～
そ
の
経
緯
と
役
員
～

東
京
府
お
よ
び
東
京
市
の
補
助
金
交
付
の
請
願
と
受
領

七 六 六 五 三 三 二 二 二 ニ ー 一 一 一 九 八 入
一 六 二 六 七 六 九 三 三 三 五 四 ニ ー 九 九 九

(16)

 

第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
出
品
に
み
る
運
動
用
具
製
造
販
売
業

へ
の
貢
献



(
一
)
運
動
用
具
製
造
業

へ
の
貢
献

(二
)

第
三
節

会
の
斜
陽
化
と
大
井
村

へ
の
移
転

第

一
項

第
二
項

第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
お
け
る
特
設
体
育
場
及
び
運
動
用
器
具
の
出
品

国
庫
補
助
金
の
打
ち
切
り
に
伴
う
経
営
の
行
き
詰
ま
り
と
そ
の
対
策

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

へ
の
関
心
と
そ
の
限
界

第
三
項

大
井
村

へ
の
移
転

(
こ

(二
)
施
設
と
そ
の
配
置

第
四
項

移
転
後
の
事
業
と
そ
の
限
界

(
一
)
水
泳
場

の
開
設
と
そ
の
運
営

ω

大
井
海
岸
で
の
水
泳
場

②

女
子
専
用
の
水
泳
場

の
開
設

㈹
(二
)
医
療
体
操
部

の
設
置

(三
)
海
外
派
遣

の
事
業

第
五
項(

一
)

大
井
村

へ
の
移
転
と
体
操
学
校
付
属
荏
原
中
学
校
の
設
置

(男
子
)

の
開
設

関
西
地
方
に
お
け
る
水
泳
場
の
開
設

博
覧
会

へ
の
参
加
と
会
財
政
の
破
綻

東
京
勧
業
博
覧
会
に
お
け
る
特
設
体
育
館
の
建
設
と
そ
の
顛
末

二 ニ ー 一 一 一 一 一 一 一 〇 〇 〇 八 八 七 七
一 〇 九 六 六 五 四 四 三 一 五 五 一 六 五 四 二

(17)



(二
)

第
四
節

会
の
低
迷
と
刷
新

第

一
項(

一
)
中
興
の
祖

(二
)
国
庫
補
助

の
稟
請

(三
)

第
二
項(

一
)

(二
)

第
三
項(

一
)
新
経
営
方
針
の
確
立

ω②

定
款
の
改
正

(二
)
深
沢
移
転
の
提
起

第
四
項(

一
)

(二
)
混
迷
期
の
事
業

大
正
博
覧
会

へ
の
体
育
館
出
品
と
本
会
財
政
の
破
綻

事
業
の
縮
小
と
会
の
再
建

野
崎
惣
治

の
登
場
と
財
政
の
建
て
直
し

体
操
学
校
卒
業
生
の
本
会
経
営
陣

へ
の
参
入

事
業
の
漸
次
的
再
開
と
記
念
式
典
の
挙
行

創
立
以
来
の
事
業
の
一
部
再
開
と
新
規
事
業

創
立
三
十
周
年
式
典
の
挙
行

会
の
刷
新
と
深
沢
移
転
の
提
起

財
団
法
人
化
問
題
の
出
現

人
事
の
混
迷
と
事
業
の
推
進

中
心
人
物
の
死
去
と
役
員
人
事
の
難
航

五 五 五.四 四 四 四 四 三 三 三 三 三 二 二 二 二
二 〇 〇 七 三 一 一 一 九 五 五 三 一 九 九 八 四

(18)



(4)(3)(2)(1)

工
場
体
育
の
奨
励

遊
泳
学
校
の
開
設

雑
誌

『国
民
体
育
』

体
操
学
校
教
授
の
海
外
派
遣

の
機
関
誌
化

第
三
章

財
団
法
人
日
本
体
育
会

へ
の
改
組
と
会

の
中
興

第

一
節

第

一
項

第
二
項

第
三
項(

一
)
校
地
の
購
入
と
施
設

の
建
設

(二
)

(三
)

第
二
節

財
団
法
人
日
本
体
育
会
の
設
立

第

一
項

「新
々
会
」

第
二
項

第
三
項

社
団
法
人
日
本
体
育
会

の
解
散

深
沢

へ
の
移
転

～
「財
団
」
法
人
化

へ
の
ス
テ

ッ
プ
～

「
財
団
」

体
操
学
校

(男
子
部
)
の
焼
失
に
伴
う
移
転
計
画
の
促
進

日
本
体
育
会
お
よ
び
体
操
学
校

の
深
沢

へ
の
移
転

法
人
化

の
要
件
と
し
て
の
体
操
学
校
キ
ャ
ン
パ
ス
の
拡
充

日
本
体
育
会
及
び
体
操
学
校
の
移
転

オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
会
場
と
深
沢
キ
ャ
ン
パ
ス

に
よ
る
本
会
人
事
の
刷
新

二
荒
芳
徳

=
米
本
卯
吉
体
制
の
確
立

二
五
二

二
五
六

二
五
七

二
五
八

二
六
〇

二
六
〇

二
六
〇

二
六
二

動

二
六
六

二
六
六

二
七
三

二
八

一

二
八
五

二
八
五

二
九
四

三
〇
三



第
四
項(

こ
(二
)
人
事

の
強
化

第
三
節

第

一
項

資
産
の
拡
充

第
二
項(

一
)

(二
)

第
三
項

第
四
節

第

一
項

第
二
項

第
三
項(

一
)

(二
)

第
四
項

第
五
項

財
団
法
人
日
本
体
育
会
の
設
立
と
組
織
の
強
化

財
団
法
人
日
本
体
育
会
の
設
立

戦
時
下
に
お
け
る
経
営
状
況

専
門
学
校
昇
格
申
請

へ
至
る
期
間
に
お
け
る
経
営

・
事
業
活
動

経
営

・
事
業
活
動
の
概
略

体
操
学
校
の
専
門
学
校

へ
の
昇
格
申
請
に
伴
う
寄
付
行
為
の
改
正

体
操
学
校
の
専
門
学
校
昇
格
後
に
お
け
る
施
設
の
拡
充

戦
時
下
に
お
け
る
事
業
と
活
動

日
本
体
育
会

の
満
州

へ
の
進
出

時
局
下
国
民
体
育
振
興
に
関
す
る
具
体
的
方
案
の
提
唱

創
立
五
十
周
年
記
念
式
典
お
よ
び
体
育
館
落
成
式
の
挙
行

財
団
法
人
日
本
体
育
会
創
立
五
十
周
年
式
典
の
挙
行

体
育
館
落
成
式
の
実
施

海
洋
体
育
科
学
研
究
所
の
構
想

閑
院
宮
載
仁
親
王
殿
下
御
染
筆
拝
戴
式
の
挙
行

三
〇
八

三
〇
八

三

一
入

三
二
三

三
二
三

三
二
九

三
二
九

三
=
二

〇ー

三
三
三

ω

三
三
八

三
三
入

三
四

一

三
四
九

三
四
九

三
五
九

三
六
〇

三
六
八



第
第 第 第 第 第 第 五 第
六 五 四 三 ニ ー一 節 六
項a二 ⊃ 項 項o[項 項 項 項

こフ)こ り)

日 日 土 臨 森 鍵

日

育
会
の
転
換
と
復
興

敗
戦
直
後
に
お
け
る
本
会
経
営

の
建
て
直
し

財
団
法
人
日
本
体
育
会
の
寄
付
行
為
の
改
正

日
本
体
育
専
門
学
校
の
転
換
と
移
転

・
復
興

時
補
習
科
の
設
置

浦

へ
の
移
転

中
学
校
お
よ
び
新
制
高
等
学
校
の
経
営

～
荏
原
中

・
高
等
学
校
と
常
陽
中

・
高
等
学
校

～

日
本
体
育
大
学
の
設
置
と
そ
の
経
緯

本
体
育
大
学
設
立
の
経
緯

本
体
育
大
学
の
設
立

戦
後

に
お
け
る
本
会
の
困
窮
財
政
と
そ
の
対
応

第
四
章

学
校
法
人
日
本
体
育
会

へ
の
改
組
と
発
展

第
第 第 一
　 　　
_一 即

項 項

学
校
法
人
日
本
体
育
会

へ
の
改
組

初
代
理
事
長

米
本
卯
吉

の
功
業

学
校
法
人
日
本
体
育
会

へ
の
改
組
と
資
産

三
七
〇

三
七
二

三
七
二

三
七
五

三
入
七

三
八
八

三
八
九

三
九
三

D

三
九
七

@

三
九
九

四
〇
八

四
二
〇

四
二
六

四
二
六

四
二
六

四
四

一



第
二
節

第

一
項

日
本
体
育
大
学
の
深
沢

へ
の
移
転

・
復
帰

第
二
項

第
三
節

経
営
学
校

の
拡
充
と
整
備

〈そ
の

一
〉

第

一
項(

一
)
深
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
の
整
備

(二
)
教
育
課
程
の
整
備

・
拡
充

ω

健
康
学
科
の
増
設

②

武
道
学
科
の
増
設

㈹

体
育
専
攻
科

の
増
設

(三
)
教
育
研
究
設
備
の
拡
充
と
整
備

ω

体
育
研
究
所

の
設
置

②

日
本
体
育
大
学
図
書
館
の
整
備

(四
)

ω

深
沢
キ

ャ
ン
パ
ス
の
再
開
発

②

健
志
台
運
動
施
設
の
建
設

第
二
項

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
の
新
設

日
本
体
育
専
門
学
校

・
日
本
体
育
大
学

の
深
沢

へ
の
移
転

・
復
帰

常
陽
中

・
高
等
学
校
お
よ
び
日
本
体
育
専
門
学
校

の
廃
校

日
本
体
育
大
学
の
教
育
課
程
お
よ
び
教
育
研
究
施
設
の
拡
充
整
備

深
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
の
再
開
発
と
健
志
台
運
動
施
設
の
建
設

四
五
六

四
五
六

四
七
二

四
七
六

四
七
七

四
七
七

四
八
〇

四
八
〇

勿

四
入
三

ω

四
八
九

四
九
三

四
九
四

四
九
九

五
〇
七

五
〇
入

五

一
六

五
二
二



(
一
)
日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
の
新
設

(二
)
保
育
科
の
増
設

ω

日
体
保
育
科
の
新
設
と
休
校

②

保
育
科
の
増
設

第
三
項

幼
稚
園
経
営
の
再
興

第
四
項

新
制
高
等
学
校
の
三
校
の
新
設

(
一
)
桜
華
女
子
高
等
学
校
の
新
設

(二
)
柏
日
体
高
等
学
校
の
新
設

(三
)
浜
松
日
体
高
等
学
校
の
新
設

第
五
項

日
体
柔
整
専
門
学
校
の
新
設

第
六
項(

一
)

(二
)

第
四
節

本
会
経
営
の
安
定
と
運
営
体
制

の
整
備

第

一
項

新
経
営
陣
の
発
足
と
経
営
方
針
の
転
換

第
二
項

運
営
体
制
の
整
備

(
一
)
会
計
基
準
の
提
示
と
そ
の
見
直
し

～
日
本
体
育
会
あ
さ
ひ
幼
稚
園

(現
、
日
体
幼
稚
園
)
の
設
置
～

八
十
周
年
記
念
式
典

の
挙
行
と

『学
校
法
人
日
本
体
育
会

・
日
本
体
育
大
学
八
十
年
史
』

学
校
法
人
日
本
体
育
会

・
日
本
体
育
大
学
八
十
周
年
記
念
式
典

の
挙
行

『学
校
法
人
日
本
体
育
会

・
日
本
体
育
大
学
八
十
年
史
』
の
刊
行

の
刊

行

-

五
二
四

五
二
九

五
二
九

五
三
四

五
三
七

五
四
六

五
四
六

五
五
四

3ー

五
六
二

俘

五
六
七

:
五
七
五

五
七
五

五
七
入

五
入
四

五
八
五

五
九
四

五
九
五



(二
)
諸
規
程
の
制
定
と
整
備

第
三
項(

こ
(二
)
人
員
増
と
職
制

の
導
入

第
四
項

第
五
節

経
営
学
校

の
拡
充
と
整
備

第

一
項(

一
)

(二
)

(三
)

第
二
項

校
外
施
設
の
設
置

法
人
本
部
事
務
所
の
独
立
と
職
制
の
導
入

日
体
会
館
の
設
置
と
法
人
本
部
事
務
所
の
独
立

年
次
事
業
報
告
書
の
作
成
と

〈
そ
の
二
〉

『
日
体
広
報
』
誌

の
発
行

日
本
体
育
大
学
に
お
け
る
教
育
課
程
の
拡
充
と
整
備

第

(項
_2

こ 二(2)(1)_

日
本
体
育
大
学
社
会
体
育
学
科
の
増
設

日
本
体
育
大
学
大
学
院
体
育
学
研
究
科
の
新
設

体
育
学
部
お
よ
び
大
学
院
の
定
員
増

日
本
体
育
大
学
校
外
施
設
の
設
置

日
本
体
育
大
学
倶
知
安
校
外
施
設
の
建
設
と
譲
渡

長
野
県

・
菅
平
高
原
校
外
施
設
の
建
設

日
体
桜
華
女
子
高
等
学
校
の
校
外
施
設
の
建
設

日
本
体
育
大
学
深
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
の
拡
充
と
整
備

中
町
校
舎
の
設
置

六
〇
八

六

一
五

六

一
五

六
二
五

六
一一二

六
三
七

六
三
七

六
三
八

の

六
四

一

9

六
四
四

六
四
七

六
四
七

六
四
八

六
五
〇

六
五
三

六
五
四

六
五
五



(二
)
日
本
体
育
大
学
図
書
館
の
拡
充
と
整
備

第
四
項

日
本
体
育
大
学
横
浜

・
健
志
台
キ

ャ
ン
パ
ス
の
拡
充
と
整
備

第
五
項

高
等
学
校
に
お
け
る
諸
施
設
の
拡
充
と
整
備

結

章

学
校
法
人
日
本
体
育
会

の
課
題
と
展
望

～
結

び

に
か
え

て
～

第
二
部

学
校
法
人
日
本
体
育
会
経
営
諸
学
校
の
沿
革

第

一
編

日
本
体
育
大
学

の
沿
革

第 第 序

節 土 立
早 早

本
稿
の
叙
述
と
構
成

日
本
体
育
会
体
操
練
習
所

の
設
立
と
そ
の
意
義

日
本
体
育
会

の
設
立
と
そ
の
史
的
背
景

六
五
九

六
六
八

六
七
六

六
入
三

六
九
八

七

〇

一

七

〇

一

(25)



第

一
項(

一
)
富
国
強
兵
策
と
学
校
教
練

(二
)
体
操
教
員
不
足
と
そ
の
養
成

の
状
況

第
二
項

日
本
体
育
会
の
設
立
と
そ
の
趣
旨

第
二
節

日
本
体
育
会
体
操
練
習
所

の
設
立

第

一
項

第
二
項

第
三
項

第
四
項

第
五
項

明
治
二
十
年
代
の
富
国
強
兵
策
と
体
操
教
員
養
成
の
状
況

設
立
の
経
緯

「校
則
」
(学
則
)

キ

ャ
ン
パ
ス
と
授
業
風
景

(兵
式
体
操
)

第
四
節

第

節

建
学
の
精
神

と
し
て
の
日
本
体
育
会
体
操
練
習
所
規
則

(
こ

(
二

)
卒
業
試
験
と
教
員
検
定
試
験
の
状
況

卒
業
試
験

教
員
検
定
試
験
の
状
況

準
国
立
の
教
員
養
成
機
関
と
し
て
の
日
本
体
育
会
体
操
練
習
所
へ
の
転
換

日
本
体
育
会
体
操
練
習
所
学
友
会
の
結
成

七
〇

一

七
〇

一

七
〇
三

七
〇
六

七
〇
九

七
〇
九

七

一
一

七
二
〇

七
二
四

七
二
入

七
二
九

七
三
二

七
三
六

七
四

一

(26)



第
二
章

日
本
体
育
会
体
操
学
校

へ
の
改
組
と

体
操
教
員
養
成
の
本
格
化

第

一
節

日
本
体
育
会
体
操
学
校

へ
の
改
組

第

一
項

社
団
法
人
日
本
体
育
会
の
結
成
と
そ

の
消
長

第
二
項

第
二
節

第

一
項

第
二
項(

一
)
学
科
課
程
の
改
正

(二
)

第
三
項

第
三
節

第

一
項

大
井

へ
の
移
転
と
教
育
の
実
際

(
一
)
大
井

へ
の
移
転
と
教
育
課
程
の
整
備

(二
)
日
本
体
育
会
体
操
学
校
校
歌
の
制
定

(三
)
課
外
教
育
の
実
際

各
種
学
校
と
し
て
の
日
本
体
育
会
体
操
学
校
の
誕
生
と
そ
の
学
則

日
本
体
育
会
体
操
学
校
の
隆
盛

～
牛
が
淵
時
代
の
体
操
学
校
～

日
本
体
育
会
体
操
学
校
の
開
校
と
校
舎
落
成
記
念
式
典
の
挙
行

学
科
課
程
の
改
正
と
教
員
の
無
試
験
検
定
出
願
資
格
の
課
程
認
定

教
員
の
無
試
験
検
定
出
願
資
格
の
課
程
認
定
に
み
る
体
操
学
校
の
高
等
師
範
学
校
化

体
操
学
校
教
育
の
実
際

日
本
体
育
会
体
操
学
校
の
大
井

へ
の
移
転
と
そ
の
消
長

～
教
育
体
制
と
そ
の
教
育
活
動
～

七
四
四

七
四
五

七
四
五

七
四
七

七
五
五

七
五
五

り

七
五
九

e

七
五
九

七
六
二

七
六
五

七
七
〇

七
七

一

七
七

一

七
八
〇

七
八
〇



(2) (1)

体
育
研
究
会
の
活
動

教
育
寮
の
設
置
と
寮
友
会
の
活
動

第
二
項

日
本
体
育
会
体
操
学
校
の
低
迷
と
刷
新

(
一
)
校
長
の
空
席
お
よ
び
運
動
場

の
割
譲

ω

校
長
の
空
席
と
数
学

の
混
乱

②

運
動
場

の
割
譲

(二
)
体
操
学
校

の
改
組
と
教
育

の
実
際

ω

学
則

の
改
正
に
伴
う
体
操
学
校

の
改
組

②

学
生
数
の
増
加
と
就
職
状
況

㈹

施
設
の
拡
充
と
整
備

ω

国
際
交
流
と
寄
宿
寮
の
活
動

(三
)
体
育
専
門
学
校

へ
の
昇
格
問
題
と
そ
の
対
策

ω

体
操
学
校
昇
格
期
成
会

の
結
成

②
(四
)
体
操
学
校
男
子
部
の
焼
失
と
大
井
時
代

の
終
焉

第
三
項

日
本
体
育
会
体
操
学
校

「校
友
会
」
の

「同
窓
会
」

第
四
節

日
本
体
育
会
体
操
学
校
と
ス
ポ
ー
ツ
活
動

専
門
学
校

へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
の
高
等
師
範
科

の
設
置

へ
の
発
展

七
八
〇

七
八
三

七
八
六

七
八
七

七
八
七

七
八
九

七
九
〇

七
九
〇

8

七
九
五

但

七
九
七

七
九
九

八
〇

一

八
〇
二

八
〇
九

八

一
五

八

一
六

八
二
四



第
第 第 第 五 第 第 第
　 　 へ 　 　
二_一 即 ニ ー 一

項 項 項:三 項 項 項

模
範
体
育
場
に
お
け
る
課
外
活
動
と
し
て
の
ス
ポ
:
ツ
活
動

体
操
学
校
運
動
会
の
開
催
と
そ
の
種
目

体
操
学
校

ス
ポ
ー
ツ
の
興
隆
と
体
育
研
究
会
の
改
組

"
エ
ッ
サ

ッ
サ
"

体
育
研
究
会
の
改
組 の

誕
生

日
本
体
育
会
体
操
学
校
女
子
部
の
開
設
と
そ
の
消
長

日
本
体
育
会
と
女
子
体
育
の
振
興

日
本
体
育
会
体
操
学
校
女
子
部
の
開
設
と
そ
の
低
迷

体
操
学
校
女
子
部
キ
ャ
ン
パ
ス
の
独
立
と
発
展

第
三
章

日
本
体
育
専
門
学
校
の
誕
生
と
そ
の
消
長

第

一
節

日
本
体
育
専
門
学
校
の
設
立

第

一
項

日
本
体
育
会
体
操
学
校
の
深
沢
へ
の
移
転
に
伴
う
新
教
育
方
針
の
提
唱

第
二
項

社
団
法
人
日
本
体
育
会
の
財
団
法
人
へ
の
改
組

第
三
項

体
操
学
校
同
窓
会
の
強
化

第
四
項

日
本
体
育
専
門
学
校
の
設
立

(
一
)
設
立
趣
意
書

八
二
五

八
二
入

八
三
四

入
三
四

八
三
七

入
四
七

八
四
七

八
四
八

八
五
二

八
五
九

八 八 八 八 入 八
七 七 六 六 六 六
〇 〇 五 四 一 〇

(29)



(二
)

(三
)

第
五
項

第
二
節

戦
時
下
の
教
育

第

一
項(

こ
(二
)

第
二
項

第
三
項

第
四
項

第
五
項

第
三
節

第

一
項

第
二
項

第
三
項

第
四
項二

)
体
育
専
門
学
校
設
立
認
可
の
条
件

日
本
体
育
専
門
学
校
規
則
と
そ
の
制
定
の
背
景

日
本
体
育
専
門
学
校
設
立
認
可
祝
賀
会

日
本
体
育
専
門
学
校
報
国
団
の
結
成

～
「
研
究
会
」

東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
と
体
操
学
校
研
究
会
の
活
動

か

ら

「
報

国

団

」

へ
～

日
本
体
育
専
門
学
校
報
国
団
の
結
成
と
運
動
部
の
活
動

日
体
錬
成
大
会
の
開
催

学
徒
出
陣
と
学
園
の
空
洞
化

航
空

・
海
洋
体
育
部
の
新
設

日
本
体
育
専
門
学
校
女
子
部
本
科
の
新
設
と
報
国
団
の
活
動

学
園
の
焼
失
と
再
建

東
京
空
襲
と
学
園
の
焼
失

～
戦
災
と
戦
後
の
復
興
～

土
浦

へ
の
移
転
と
学
園
の
再
建

日
本
体
育
専
門
学
校
の
転
換

戦
後
に
お
け
る
体
育
専
門
学
校
の
ス
ポ
ー
ツ

戦
後

ス
ポ
ー
ツ
の
再
興

九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 八 八 八 八 八 入 八
三 三 二 唱 一 一 一 〇 〇 〇 九 九 九 九 入 七 七
一 一 二 入 五 五 一 九 四 〇 四 ニ ー 〇 八 五 一
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(二
)
体
育
専
門
学
校

の
ス
ポ
ー
ツ

第
四
章

日
本
体
育
大
学

の
発
足
と

「
日
体
」

ス
ポ
ー

ツ
の
発
展

日
本
体
育
大
学
の
設
立
と
深
沢

へ
の
復
帰

九
三
八

第 第 第
第 第 三 第 第 第 二 第 第 第 一
　 　 　 　 ん　 　 　 んト
_一 即 二_一 即 ニ ー 一 即

項 項 項 項 項02項 項 項
こコ)

lll難ll

懲1

九
四
九

学
校
法
人
日
本
体
育
会
の
誕
生

日
本
体
育
大
学
の
深
沢
へ
の
復
帰
と
戦
没
者
慰
霊
碑
の
建
立

深
沢

へ
の
復
帰
と
復
旧
工
事
の
進
捗

教

程

拡
張
と
教
育
活
動

発
足
と
そ

の
活
動

東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
と
運
動
部
活
動

の
本
格
化

九
四
九

九
四
九

九
六
二

九
六
五

D

九
六
五

6

九
七
〇

九
七
二

九
七
二

九
七
七

九
九
五

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
日
本
人

の
ス
ポ
ー
ツ
観

の
変
容

ム

動
部
活
動
の
本
格
化

一
〇
〇
六

一
〇
〇
六

一
〇

=
二



第
四
節

第

一
項

第
二
項

第
三
項(

一
(一(ロ (

一
)
日
本
体
育
大
学
と
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

(二
)
運
動
部
の
強
化

に
伴
う
運
動
施
設
の
拡
充
と
整
備

高
度
経
済
成
長
時
代

の
ス
ポ
ー
ツ
と
教
育
課
程
の
拡
張

高
度
経
済
成
長
時
代

の
ス
ポ
ー

ツ

教
育
研
究
施
設

の
拡
充
と
整
備

)
体
育
研
究
所
と
図
書
館
の
整
備

一)
体
育
専
攻
科
の
設
置

一)
大
学
院
体
育
学
研
究
科
の
設
置

社
会
体
育
学
科
の
増
設
と
体
育
学
部
の
入
学
定
員
枠
の
拡
大

結

章

日
本
体
育
大
学

の
課
題
と
展
望

～
結

び

に
か
え

て
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

八 三 二 二 四 一 一 八 三
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〇
五
〇

第
二
編

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
の
沿
革

序

章

本
稿
の
叙
述
と
構
成

一
〇

六

一



ゐ

第

一
章

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
設
立

の
史
的
背
景

第

一
節

日
本
体
育
会
に
よ
る
女
子
体
育

の
振
興
と
そ
の
実
際

第

一
項

女
子
教
員
養
成
に
基
づ
く
女
子
体
育

の
振
興

第
二
項

良
妻
賢
母
主
義
体
育
と
そ
の
推
進

(
一
)
高
等
女
学
校

の
体
育
と
女
学
生
の
運
動
観

(二
)
高
等
女
学
校
令
と

「良
妻
賢
母
」
主
義
教
育

(三
)
日
本
体
育
会

の
良
妻
賢
母
主
義
体
育
の
奨
励

第
三
項

第
二
節

女
子
の
進
学

の
受
皿
と
し
て
の
短
期
大
学
設
置
ブ
ー
ム

第

一
項

新
制
大
学
と
し
て
の
短
期
大
学

の
登
場

第
二
項

女
子
の
高
等
教
育
志
向
と
女
子
短
期
大
学

の
設
置

戦
後
の
日
本
体
育
会
付
置
諸
学
校
に
お
け
る
女
子
教
育
の
実
際

第
二
章

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
の
設
立

第

一
節

第

一
項

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
設
立
の
経
緯

女
子
ス
ポ
ー
ツ
の
興
隆

〇
六
三

一
〇
六
三

一
〇
六
三

一
〇
六
六

一
〇
六
六

一
〇
六
七

鋤

一
〇
六
九

6

一
〇
七
二

一
〇
七
三

一
〇
七
三

一
〇
七
五

一
〇
七
七

一
〇
七
七

一
〇
七
八



第
二
項

女
子
の
体
育
教
員
志
望
者

の
漸
増

第
二
節

体
育
科

・
単
学
科
と
し
て
の
短
期
大
学

の
設
立

第

一
項

第
二
項

教
職
員
組
織
と
施
設

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
の
設
立
と
学
則
の
制
定

第
三
章

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学

の
発
展

第 第
第 第 二 第 第 一　 お 　 　
_一 即_一 即

項 項 項 〇 二=項
こコ)

鐵1
灌 ・ 馨 景

日
本
体
育
大
学
女
子
体
育
大
学
保
育
科
の
増
設

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
保
育
科
増
設
の
試
み

(昭
和
三
十
四
年
入
～
九
月
)

入
学
志
願
者
の
増
加
と
キ

ャ
ン
パ
ス
の
独
立
化

一
〇
七
九

一
〇
八
〇

一
〇
入
〇

一
〇
八
九

一
〇
九
二

一
〇
九
二

一
〇
九
二

一
〇
九
二

一
〇
九
五

一
一
〇
五

一
一
=

=

=

一
一
一
四
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結

章

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学

の
課
題
と
展
望

～
結

び

に
か
え

て
～

第
三
編

学
校
法
人
日
本
体
育
会
経
営
高
等
学
校
の
沿
革

序

章

本
稿

の
叙
述
と
構
成

第

一
章(

一
)
日
本
体
育
会
荏
原
中
学
校
の
創
立

(二
)
危
機

・
隆
運
そ
し
て
災
禍
と
戦
災

ω

大
井
時
代
の
荏
原
中
学
校

②

安
方
時
代
の
荏
原
中
学
校

(三
)

(四
)
施
設
の
拡
充
と
教
育
内
容
の
充
実

(五
)
本
校
の
現
況

日
体
荏
原
高
等
学
校

の
沿
革

新
制
荏
原
高
等
学
校
の
誕
生
と
そ
の
学
則

⊥
ノ、

ノ、 四
九

四
九 ノ、 ノ、

⊥
ノ、 ノ、

(35)



第
二
章

日
体
桜
華
女
子
高
等
学
校

の
沿
革

第
三
章 (

一
)

(
二
)

教

育

方

針

(三

)

初

期

の
教

育

(四

)

(五

)

(六

)

(七

)

(入

)

(九

)

(十

)

(十

一
)

(
一
)

開

校

の
経

緯

(
二
)

創
設
と
そ
の
趣
旨

移
転
と
施
設

の
拡
張

教
育
課
程

の
変
遷
と
現
状

ク
ラ
ブ
全
入
制

の
採
用

体
育

コ
ー

ス
の
設
置

ユ
ニ
ー
ク
な
入
試
の
試
み

特
色
あ
る
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
設
定

礼
法
指
導
の
意
義

進
路
指
導
の
現
状

柏
日
体
高
等
学
校
の
沿
革

仮
校
舎
か
ら
の
出
発
と
井
上
初
代
校
長

の

「躾
」
教
育

一

一
七

六

一

一
七

六

一

一
八

三

一

一
八

四

一

一
八

六

一

一
九

〇

一

一
九

九

三

・
二

倒

一
二

〇

三

一
二

〇

四

一
二

〇

五

一
二
〇

五

一
二

一
〇

一
二

一
〇

一
二

一
三



(三

)

(
四

)

(五

)

(六

)

教
育
内
容
の
改
編
と
運
動
ク
ラ
ブ

の
台
頭

教
育
課
程
の
改
正

～
選
択
制
の
導
入
～

施
設
の
拡
充
と
進
学
状
況
の
推
移

新
た
な
る
発
展
を
求
め
て

第
四
章

浜
松
日
体
高
等
学
校

の
沿
革

(((

)))

開
校
の
経
緯

草
創
期

充
実

・
発
展
期

第
五
章

常
陽
中
学
校

・
常
陽
高
等
学
校

の
沿
革

(((

)))

開
校
の
経
緯

学
則
及
び
教
育
内
容

日
本
体
育
専
門
学
校
の
移
転
と
本
校
の
廃
校

一
二

一
九

一
二

二

三

一
二

二

七

一
二

三

〇

一
二

三

四

一
二

三

四

一
二

三

八

一
二

四

四

一
二

五

五

一
二

五

五

一
一
工
ハ
一
二

一
二

七

三
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結

章

高
等
学
校

の
課
題
と
展
望

～
結

び
に

か
え

て

～

二
七
八

第
四
編

学
校
法
人
日
本
体
育
会
経
営

の
幼
稚
園

と
専
門
学
校

の
沿
革

序

章

本
稿

の
叙
述
と
構
成

第

一
章二

)
ω②㈹

(二
)

日
体
幼
稚
園
の
沿
革

謝

二
八
二

ー

戦
前
に
お
け
る
日
本
体
育
会
の
幼
稚
園
経
営

二
八
六

日
本
体
育
会
大
井
幼
稚
園
の
設
立
と
そ
の
趣
旨

六
郷
幼
稚
園
の
設
置
と
そ
の
趣
旨

ひ
な
つ
る
幼
稚
園
の
買
収
と
幼
稚
園
経
営
の
中
断

日
本
体
育
会
に
よ
る
幼
稚
園
経
営
の
再
開

～
あ
さ
ひ
幼
稚
園
か
ら
日
体
幼
稚
園

へ
～

一
二
八
六

一
二
八
六

一
二
九
二

一
二
九
四

一
二
九
五



(3)(2)(1)

日
本
体
育
会
あ
さ
ひ
幼
稚
園
の
開
園
と
展
開

施
設

・
整
備

の
拡
充
と
整
備

教
育
内
容
の
特
色

第
二
章

日
体
柔
整
専
門
学
校

の
沿
革

(
一
)

(二

)

(三

)

一
二
九
五

一
三
〇

一

=
二
〇
二

開
校

の
経
緯

「専
門
学
校
」

=
二
〇
入

結

章

の
認
可
と
教
育
課
程
の
改
訂

卒
業
者
数
及
び
資
格
取
得
状
況

学
校
法
人
日
本
体
育
会
経
営
幼
稚
園
と
専
門
学
校
の

課
題
と
展
望

～
結
び
に
か
え
て
～

=
二
〇
入

=
二
一
六

=
二
二
〇

=
二
二
三
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第
三
部

資

料

編

史

料

一

体
育
會
設
立
ノ
要
旨

(明
治
二
+
四
年
)
…
…
…

一
三
二
七

二

禮
育
會
設
立
之
要
旨

(明
治
二
十
六
年
)
…
…
…

一
三
二
入



三

日
本
艦
育
會
ノ
要
旨

(明
治
二
十
八
年
)
…
・

・
一
三
三
〇

四

躰
育
會
規
則

(明
治
二
十
五
年
四
月
制
定
)

・
・
一
三
三
三

五

日
本
禮
育
會
規
則
(明
治
三
十

一
年
五
月
改
正
)
…

=
二
三
六

六

日
本
禮
育
會
規
則

(明
治
三
十
二
年
四
月

一
日
施
行
)

一
三
四
三

七

日
本
膿
育
會
規
則

(明
治
三
十
三
年
十
二
月
改
正
)

=
二
五
〇

八

日
本
膿
育
會
職
制

(明
治
二
十
五
年
十
二
月
制
定
)

=
二
五
八

九

日
本
躰
育
會
職
制

(明
治
三
十

一
年
当
時
)
…
…

一
三
五
九

一
〇

躰
育
會
評
議
員
會
並

二
賛
助
會
員
ノ
規
約

(明
治
二
十
五
年
四
月
十
八
日
制
定
)
・
-

…

一
三
六
一

一
二

=

二

日
本
禮
育
會
賛
助
會
[員
ノ
規
約

(明
治
二
十
五
年
六
月
十
三
日
制
定
)
…
…
:
⊥
三
六
二

賛
助
會
員
ノ
規
約

(明
治
二
十
七
年
当
時
)
…

一
三
六
四

日
本
躰
育
會
賛
助
會
員
ノ
規
約

(明
治
三
十

一
年
当
時
)

一
三
六
五

六 五 四量 三 さ 死 天;

 

■
一
三

■
一
四

二
五

日
本
禮
育
會
會
則

(昭
和
十
五
年
当
時
)
…
…

一
三
六
九

基
本
金
募
集

の
趣
旨

(明
治
三
十
六
年
)
・
-

一
三
七
六

日
本
禮
育
會
定
款

(明
治
三
十
四
年
九
月
設
立
当
初
)

一
三
七
入

定
歓

(明
治
三
十
六
年
五
月
改
正
)

一
三
入
○

定
歓

(明
治
三
十
八
年
五
月
改
正
認
可
)…
:
…
・
一
三
八
二

日
本
禮
育
會
定
款

(大
正
七
年
七
月
改
正
)
…

一
三
八
五

日
本
禮
育
會
定
款

(昭
和
五
年
当
時
)
…
…
-
⊥
三
八
七

呆

禮
喜

定
款

(昭
和
八
年
三
月
改
正
)
・
・
三

九
・

…

日
本
禮
育
會
支
會
職
制

(明
治
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日
制
定
)
…
…

一
三
九
四

日
本
禮
育
會
支
會
組
織
規
則

(明
治
三
十
六
年
十
月
改
正
)

一
三
九
四

日
本
膿
育
會
群
馬
縣
支
會
禮
操
練
習
場
規
則

(明
治
三
十
三
年
六
月
当
時
)

一
三
九
六

日
本
禮
育
會
大
阪
支
會
規

則

(明
治
三
十
四
年
十
月
当
時
)

一
三
九
七



二
六

二
七

一
一
八

二
九

三
〇

三

一

三
二

三
三

三
四

大
阪
禮
育
研
究
會
會
則
(明
治
四
+
年
当
時
)
…

一
四
〇
二

日
本
禮
育
會
北
海
道
支
會
規

則

(明
治
三
十
二
年
当
時
)

日
本
禮
育
會
禮
操
練
習
所
規
則

(明
治
三
十

一
年
当
時
)

日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
規
則

(明
治
三
十
三
年
八
月
認
可
)

日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
規
則

(明
治
三
十
四
年
三
月
改
正
)

日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
規
則

(明
治
三
十
九
年
当
時
)

一
四
二
六

日
本
膿
育
會
禮
操
學
校
規
則

(明
治
四
十
二
年
四
月
施
行
)

一
四
二
〇

日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
規
則

(大
正
十
二
年
四
月
施
行
)

一
四
三
八

日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
規
則

(昭
和
八
年
三
月
二
十
五
日
認
可
)

一
四
五
〇

三
五

一
四
〇
三

三
六

一
四
〇
九

三

七

一
四

=
二

三

八

一
四

一
八

三
九

日
本
禮
育
會
學
校
職
制
及
事
務
章
程

(明
治
三
十
七
年
十
月
十
日
制
定
)

艦
育
奨
働

二
關
ス
ル
建
議
理
由
書

一
四

六

一

四
〇

四

一

四
二

(明
治
三
十
年
十
二
月
)

一
四
右
二

日
本
禮
育
會
國
庫
補
助
建
議
案

(第
十
二
議
會

-
衆
議
院
-
明
治
三
十

一
年
五
月
二
十
三
日
)
:
⊥
四
六
六

膿
育
奨
渤
に
關
す
る
建
議
案

(第
十
二
議
會
ー

貴
族
院
-
明
治
三
十

一
年
五
月
三
十

一
日
)
…
…

一
四
六
七

日
本
禮
育
會
國
庫
補
助
に
關
す

る
建
議
案

(第
二
十
二
議
會
-
衆
議
院
-
明
治
三
十
九
年
三
月
十
三
日
)

一
四
六
八

日
本
禮
育
會
國
庫
補
助

に
關

す
る
建
議

(第

四
十
議
會
-
衆
議
院
-
大
正
七
年
三
月
十
四
日
)
一
四
六
九

國
庫
補
助
文
部
大
臣
指
令
命
令

書

(明
治
三
十
二
年
三
月
十

一
日
～
四
月

一
日
)

一
四
七
〇

模
範
禮
操
場
設
備
標
準

(明
治
三
十
二
年
八
月
四
日
)

一
四
七
二

(41)



四
三

四
四

四 四
六 五

 

四
七

四
八

四
九

五
〇

五

]

日
本
禮
育
會
游
泳
場
規
則

(明
治
二
十
七
年
五
月
制
定
)

日
本
禮
育
會
水
泳
講
習
會
規
則

一
四
七
三

(明
治
三
十
八
年
当
時
)

一
四
七
六

濱
寺
水
練
場
規
則

(明
治
四
十
年
当
時
)
…
…

一
四
七
八

日
本
禮
育
會
永

泳
部
規
則

(明
治
四
十

一
年
当
時
)

一
四
七
九

日
本
躰
育
會
狭
窄
射
撃
場
規
則

(明
治
二
十
八
年
九
月
制
定
)

一
四
八
二

日
本
体
育
會
第
二
回
大
運
動
會
規
則

(明
治
二
十
五
年
七
月
制
定
)

一
四
入
三

日
本
禮
育
會
聯
合
大
運
動
會
庭
務
規
則

(明
治
三
十
六
年
当
時
)

日
本
禮
育
會
遊
戯
部
規
則

(明
治
三
十
三
年
当
時
)

燈
操
、
遊
戯
講
習
會
規
則

(明
治
三
十
六
年
当
時
)

五
二

改
正(明

治
三
十
六
年
当
時
)

普
通
燈
操
講
習
會
規

則

五
三

日
本
艦
育
會
弓
術
場
假
規
則

五 五 五
六 五 四

 

五
七

五
八

一
四
入
五

五
九

一
四
八
六

六
〇

一
四
八
八

六

一

一
四
八
九

(明
治
三
十
三
年
当
時
)

一
四
八
九

兵
事
講
習
會
規
則

(明
治
三
十
六
年
当
時
)
…

一
四
九
〇

兵
事
講
習
會
規
則

(明
治
三
十
七
年
当
時
)
…

一
四
九
三

日
本
禮
育
會
兵
事
講
習
會
規
則

(明
治
四
十
四
年
当
時
)

一
四
九
五

第
五
回
内
國
渤
業
博
覧
會
日
本

髄
育
會
臨
時

罷
育
部
規
則

(明
治
三
十
五
年
)

一
四
九
六

日
本
禮
育
會
鑛
張
ノ
主
意
書

(明
治
二
十
九
年
初
頭
)

一
四
九
七

御
令
旨
集

(明
治
三
十

一
年
三
月
二
十
六
日

～
明
治
三
十
九
年
五
月
二
十
九
日
)

一
四
九
九

閑
院
宮
載
仁
親
王
殿
下
御
詞

(昭
和
十
六
年
十

一
月
)

一
五
〇
七

日
本
艦
育
會
禮
操
練
習
所
學
友
會
規
則
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六
二

六
三

六
四

六
五

六
六

六
七

六
八

(明
治
三
十
三
年
当
時
)

一
五
〇
七

膿
育
研
究
會
規

則

(明
治
三
十
八
年
当
時
)
…

一
五
〇
八

寮
友
會

々
則

(明
治
三
十
九
年
十

一
月
)

…
…

一
五
〇
九

寮
友
會

々
則

(明
治
四
+

一
年
当
時
)

…
…
…

一
五

一
〇

日
本
禮
育
會
禮
操
學
校
校
友
會
規
則

(大
正
六
年
)

膿
操
學
校
研
究
會
會
則
(大
正
十
四
年
四
月
)
・

日
本
膿
育
専
門
學
校
報
國
團

々
則

(昭
和
十
六
年
七
月
二
十
八
日
文
部
大
臣
認
可
)

日
本
膿
育
專
門
學
校
報
國
團
會
計
規
則

(
昭
和

十
六

年
)

五 五

ノ 、_一 一

七
二

七
三

七
四

七
五

:
⊥

五
二
〇

七

六

六
九

日
本
禮
育
專
門
學
校
報
國
隊
組
織
要
項

(昭
和

十
六

年
)

一
五
二
四

七
〇

日
本
膿
育
專
門
學
校
特
設
防
護
團
規
程

七

一

一
五
二
六

(昭
和
十
六
年
)

一
五
二
七

建
白
書

(昭
和
十
七
年
五
月
二
十
七
日
海
軍
記

念
日
二
海
軍
大
臣
二
提
出
)

一
五
二
九

七 七
八 七

 

七
九

八
〇

航
空
禮
育
部
海
洋
禮
育
部
新
設
ノ
理
由
書

(昭
和
十
七
年
十

一
月
二
十
八
日
申
請
)
…
…

一
五
四
三

日
本
禮
育
專
門
學
校
獲
展

の
全
貌

(
昭
和

十
八

年
)

一
五
四
三

財
團
法
人
日
本
禮
育
會
寄
附
行
爲

(昭
和
十
五
年
四
月

一
日
認
可
)

一
五
五
一

財
團
法
人
日
本
体
育
会
寄
附
行
為

(昭
和
二
十
三
年
五
月
十
三
日
改
正
)
…
…
…

一
五
五
五

学
校
法
人
日
本
体
育
会
寄
附
行
爲

(昭
和
二
十
六
年
三
月
七
日
認
可
)

】五
六
〇

学
校
法
人
日
本
体
育
会
寄
附
行
為

(現
行
)
…

一
五
六
六

日
本
禮
育
專
門
學
校
規
則

(昭
和
十
六
年
三
月
十
日
認
可
)

一
五
七
六

日
本
膿
育
專
門
學
校
學
則

(昭
和
二
十

一
年
三
月
改
正
)

一
五
九
二

日
本
禮
育
專
門
學
校
職
制

(昭
和
十
六
年
四
月

一
日
実
施
)

一
五
九
九
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八 八

 

八
三

八 八
五 四

 

八
六

八
七

八 八
九 八

九 九
一 〇

校
務
分
掌
規
程

(昭
和
十
六
年
)

一
六
〇
〇

日
本
体
育
大
学
学
則

(昭
和
二
十
三
年
七
月
三
十
日
申
請
)
…
:
…
二

六
〇
六

日
本
体
育
大
学
学
則

(昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
五
日
認
可
)
・

日
本
体
育
大
学
学
則

(現
行
)

一
六
三
二

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
学
則

(昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
認
可
)
・…

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
学
則

(現
行
)-

日
本
体
育
大
学
大
学
院
学
則

(昭
和
五
十
年
三
月
二
十
五
日
認
可
)
:
…
…
⊥
七
〇
二

日
本
体
育
大
学
大
学
院
学
則

(現
行
)
…
…
…

一
七

一
二

日
本
体
育
大
学
体
育
専
攻
科
規
則

(昭
和
四
十
六
年
三
月
十
三
日
文
部
省
受
理
)

一
七
二
九

日
本
体
育
大
学
専
攻
科
規
程

(現
行
)
…
…
-
⊥

七
三
一二

日
体
保
育
科
学
則

(昭
和
三
十
五
年
三
月
十

一
日
厚
生
大
臣
指
定
)
…

一
七
三
七

:
一
六
二
〇

九

四

:
一
六
六
七

⊥

六
七
五

九

六

九

七

九
二

常
陽
中
學
校
學
則

(昭
和
二
十
二
年
二
月
十
日
認
可
)

一
七
四
五

九
三

常
陽
高
等
學
校
學
則

(昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
認
可
)
…
…

一
七
五
四

荏
原
中
学
校
学
則

(明
治
三
十
七
年
四
月
十

一
日
認
可
)
:
…
…
⊥

七
五
七

九
五

荏
原
高
等
學
校
學
則

(昭
和
二
十
九
年
二
月
九
日
改
正
認
可
)
:
…
二

七
右
二

日
体
荏
原
高
等
学
校
学
則

(現
行
)

一
七
六
七

柏
日
体
高
等
学
校
学
則

(昭
和
三
十
五
年
三
月
四
日
認
可
)

一
七
七
五

九
八

柏
日
体
高
等
学
校
学
則

(現
行
)

一
七
入
〇

九
九

桜
華
女
子
高
等
学
校
学
則

(昭
和
三
十
三
年
四
月

一
日
制
定
)

」
七
八
入

一
〇
〇

日
体
桜
華
女
子
高
等
学
校
学
則

(現
行
)
-
二
七
九
三

一
〇

一

浜
松
日
体
高
等
学
校
学
則

(昭
和
三
十
七
年
十

一
月
八
日
認
可
)
…
…

一
八
〇

一
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一
〇

二

一
〇

三

一
〇

四

一
〇

五

一
〇

六

一
〇

七

浜
松
日
体
高
等
学
校
学
則

(現
行
)
-
…
-
二
八
〇
八

日
体
柔
整
専
門
学
校
校
則

(昭
和
四
十
八
年
三
月

一
日
厚
生
大
臣
認
定
)
…

一
八
一
二

日
体
柔
整
専
門
学
校
学
則

(現
行
)
…
…

二

八
二
六

私
立
大
井
幼
稚
園
設
立
認
可
願
及
規
則

(大
正
八
年
四
月

一
日
設
置
)

一
八
三
五

日
本
体
育
會
あ
さ
ひ
幼
稚
園
々
則

(昭
和
三
十
年
六
月
二
十

一
日
認
可
)
…
…

一
八
三
七

日
体
幼
稚
園
園
則

(現
行
)

一
八
三
九

各
種

一
覧

一
〇
八

禮
操
學
校
同
窓
會
規
則
(昭
和
三
年
当
時
)-
二
八
四

一

一
〇
九

日
本
禮
育
會
禮
操
学
校
昇
格

期
成
會
規
約

(昭
和
五
年
当
時
)

一
〇

膿
操
學
校
女
子
部
同
窓
會
規
約

一

一

一
二

一

一
三

(昭
和
七
年
当
時
)

新

々
會
々
則

日
禮
同
窓
會
規
則

一
八
四
三

(昭
和

十

四
年
)

一
八
四
五

一
八
四
七

(
昭
和

十
六

年

四
月

一
日
改

正
)

一
八
四
九

日
嵩

窓
會
支
部
細
則

(昭
和
+
六
年
)
-

一
八
五
二

倒

一
八
五
四

年

表

一
八
七
六

編
集
後
記

一
九
四
三

編
纂
委
員

一
覧

一
九
四
八



日
本
体
育
会

の
事
業
と
そ
の
変
遷

(折
込
図
)
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凡

例

一
、
本
書
は
学
校
法
人
日
本
体
育
会
百
年
史
編
纂
委
員
会

が
編
纂
す
る
学
校
法
人
日
本
体
育
会
百
年
の
歴

史
で
あ
り
、
「第

一
部

学
校
法
人
日
本
体
育
会
の
沿
革
」、
「第
二
部

学
校
法
人
日
本
体
育
会
経
営
諸
学
校

の
沿
革
」
、
「第
三
部

資
料
編
」
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。

二
、
「第
二
部

学
校
法
人
日
本
体
育
会
経
営
諸
学
校

の
沿
革
」
は
、
学
校
法
人
日
本
体
育
会

が
経
営
し
て
き
た
日
本
体
育
大
学
、

日
本
体
育
大
学
女
子
短
期
大
学
、
日
体
荏
原
高
等
学
校
、
日
体
桜
華
女
子
高
等
学
校
、
柏
日
体
高
等
学
校
、
浜
松
日
体
高
等
学

校
、
常
陽
中
学
校

・
常
陽
高
等
学
校
、
日
体
幼
稚
園
、
日
体
柔
整
専
門
学
校
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前

史
も
含
め
編

・
章
を
た

り

て
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

但

三
、
「第
三
部

資
料
編
」
は
、
史
料

〔
一
=
二
点
〕
、
卒
業
者
数

一
覧

・
日
本
体
育
会
事
務
局
役
職

一
覧

・
経
営
諸
学
校
事
務
局

長

(事
務
長
)

一
覧

・
日
本
体
育
大
学
附
属
施
設
長

一
覧

・
ク
ラ
ブ

・
サ
ー
ク
ル

一
覧
、
年
表
、
日
本

体
育
会
の
事
業
と
そ
の

変
遷

(折
込
図
)
か
ら
な
る
。

四
、
本
書

の
記
述
に
あ
た

っ
て
は
、
基
本
的
に
次

の
要
領
に
従

っ
た
。

O
、
客
観
的
な
歴
史

の
叙
述
を
す
る
た
め
に
記
述
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
敬
称
を
省
略
し
た
。

口
、
本
文
の
記
述
は
原
則
と
し
て
、
常
用
漢
字
、
現
代
か
な
つ
か

い
、
新
送
り
が
な
に
よ

っ
た
。
た
だ
し
、
固
有
名
詞
、
学
術

用
語
、
及
び
か
な
書
き
で
は
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
な
ど
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

日
、
本
文
中
に
引
用
し
た
資
料

の
表
記
に
つ
い
て
は
、
ひ
ら
が
な
、
か
た
か
な
、
句
読
点
な
ど
原
則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
と
し



た

が

、

漢

字

に

つ

い
て

は

多

少

読

み

易

く

す

る

た

め

に
変

え

た

り

し

た

。

四
　、

数

表

記

に

つ

い
て

は

、

一
〇
、

一
〇

〇

等

を

用

い
、

元

号

・
年

月

日

は

、

十

、

百

を

用

い
た

。

㈲

、

書

名

、

雑

誌

名

、

新

聞

等

は

『

』

で
表

し

、

論

文

記
事

等

は

「

」

で
示

し

た

。

㈹

、

年

代

表

記

は

、

原

則

と

し

て

元

号

を

用

い
た

が
、

適

宜

西

暦

を

(

)

内

に

入

れ

て
補

っ
た

。

㈹

、

統

計

、

決

算

等

の
表

の
割

付

体

裁

に

つ

い

て
は

、

便

宜

上

改

め

た

も

の
も

あ

り

、

原

資

料

の
体

裁

と

一
致

し

な

い
も

の
が

あ

る

。

㈹

、

史

料

は

一
部

の
特

殊

な

も

の
を

除

い
て

、

原

則

と

し

て
原

史

料

の
ま

・
と

し

た

。

凡

、
痔

、

「

の
異

体

が

な

は
、

か

な

・

漢

字

に
改

め

た

。

肉

各
史
料
末
尾
の

〔

〕
内
の

.

」
は
出
典
・所
蔵
を
表
し
、
そ
の
下
は
所
載

の
奪

(

)
内

は
当
該
年
号
壼

爪
し
た
.

働

㈲
、
年
表
中

の
各
事
項
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
項
目
を
区
別
す
る
た
め
に
記
載
位
置
を
二
文
字
ず

つ
下
げ
る
段
落
付
け
の
方

法
を
採

っ
た
。
最
上
段
i
日
本
体
育
会
に
関
す
る
事
項
、
二
段
目
-
日
本
体
育
大
学

・
日
本
体
育
大

学
女
子
短
期
大
学
に
関

す
る
事
項
、
三
段
目
1
そ
の
他

の
経
営
諸
学
校
及
び
同
窓
会
に
関
す
る
事
項
、
四
段
目
ー
体
育

・
ス
ポ
ー

ツ
に
関
す
る
事
項

及
び

一
般
重
要
事
項
。
ま
た
、
重
要
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
ゴ
シ

ッ
ク
書
体
と
し
た
。

五
、
本
書

の
記
述
は
、
本
文
か
ら
資
料
編
に
至
る
ま
で
平
成
三
年

(
一
九
九

一
)
三
月
三
十

一
日
現
在
を
基
準
と
し
て
記
述
し
た

も
の
で
あ
る
。
但
し
、
口
絵

・
序
文

・
年
表

・
編
集
後
記

・
編
纂
委
員

一
覧
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
学
校
法
人
日
本
体
育
会

・

日
本
体
育
大
学
創
立
百
周
年
記
念
式
典
挙
行

の
当
日
-
平
成
三
年

(
一
九
九

一
)
十
月
二
十
八
日
を
採
用
し
た
。

六
、
題
字
の
揮
毫
は
、
米
本
正
理
事
長
に
お
願

い
し
た
。
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